
か
き
の
処
理
を
す
る
作
業
場
に
関
す
る
条
例
及
び
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
営
業
の
基
準
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

か
き
の
処
理
を
す
る
作
業
場
に
関
す
る
条
例
及
び
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
営
業
の
基
準
等 

 
 

 

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
か
き
の
処
理
を
す
る
作
業
場
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条 

か
き
の
処
理
を
す
る
作
業
場
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
広
島
県
条
例
第
六
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２ 

設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
許
可
証
を
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
営
業
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条 

食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
営
業
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
十
一
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
及
び
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
 

（
趣
旨
）

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
五
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
衆
衛
生
上
講
じ
る
べ
き
措
置
に
関
す
る
必
要
な
基
準
及
び

法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら
必
要
な
基
準
そ
の
他
法
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
。

（
営
業
の
管
理
運
営
の
基
準
）

第
二
条 

法
第
五
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
衆
衛
生
上
講
じ
る
べ
き
措
置
に
関
す
る
必
要
な
基
準
は
、

別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条
中
「
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
第
一
条
に
規
定
す
る
施
設
の
」
を
「
に
規
定
す
る
公
衆
衛
生
の

見
地
か
ら
必
要
な
」
に
、
「
政
令
」
を
「
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九

号
）
」
に
改
め
る
。

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
許
可
証
等
の
掲
示
）

第
五
条 

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た

こ
と
を
証
す
る
書
面
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
当
該
許
可
に
係
る
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に



掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
三
第
一
の
部
一
類
（
二
類
か
ら
五
類
ま
で
を
除
く
も
の
）
の
款
イ
の
項
中
「
調
理
を
行
う
場

合
に
限
る
。
）
」
の
下
に
「
、
生
食
用
食
肉
加
工
場
（
生
食
用
食
肉
（
生
食
用
と
し
て
販
売
す
る
牛
の

食
肉
（
内
臓
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
加
工
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
生
食
用
食
肉
調

理
場
（
生
食
用
食
肉
を
調
理
す
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
款
ロ
の
項
⑶
を
同
項
⑸
と
し
、
同

項
⑵
を
同
項
⑷
と
し
、
同
項
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵ 

生
食
用
食
肉
加
工
場

㈠ 

他
の
専
用
の
施
設
と
区
画
し
、
か
つ
、
専
用
の
施
設
以
外
の
他
の
場
所
と
隔
壁
を
も

っ
て
区
画
し
て
あ
る
場
所
に
、
㈡
か
ら
㈦
ま
で
の
設
備
（
以
下
「
生
食
用
食
肉
加
工
設

備
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
こ
と
。

㈡ 

生
食
用
食
肉
を
加
工
す
る
専
用
の
調
理
台
そ
の
他
の
設
備
が
あ
る
こ
と
。

㈢ 

生
食
用
食
肉
を
加
熱
殺
菌
す
る
た
め
の
設
備
及
び
加
熱
の
温
度
を
正
確
に
測
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
装
置
が
あ
る
こ
と
。

㈣ 

蒸
気
又
は
油
煙
が
発
生
す
る
箇
所
の
上
部
に
は
、
排
気
設
備
が
あ
る
こ
と
。

㈤ 

加
熱
殺
菌
し
た
生
食
用
食
肉
を
摂
氏
四
度
以
下
に
冷
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
専
用
の

冷
却
設
備
が
あ
る
こ
と
。

㈥ 

器
具
の
洗
浄
設
備
で
あ
っ
て
専
用
の
も
の
及
び
摂
氏
八
十
三
度
以
上
の
温
湯
に
よ
り

器
具
を
消
毒
で
き
る
設
備
が
あ
る
こ
と
。

㈦ 

専
用
の
手
指
の
消
毒
及
び
洗
浄
設
備
が
あ
る
こ
と
。

⑶ 

生
食
用
食
肉
調
理
場

 
 

 
 

 

㈠ 

他
の
専
用
の
施
設
と
区
画
し
、
か
つ
、
専
用
の
施
設
以
外
の
他
の
場
所
と
隔
壁
を
も

っ
て
区
画
し
て
あ
る
場
所
に
、
⑵
㈥
及
び
㈦
並
び
に
㈡
に
掲
げ
る
設
備
（
以
下
「
生
食

用
食
肉
調
理
設
備
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
こ
と
。

㈡ 

生
食
用
食
肉
を
調
理
す
る
専
用
の
調
理
台
そ
の
他
の
設
備
が
あ
る
こ
と
。

別
表
第
三
第
一
の
部
三
類
（
仕
出
し
、
弁
当
等
の
調
製
を
行
う
も
の
）
の
款
イ
の
項
中
「
調
理
場
」

の
下
に
「
、
生
食
用
食
肉
加
工
場
（
生
食
用
食
肉
を
加
工
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
生
食
用
食
肉
調
理

場
（
生
食
用
食
肉
を
調
理
す
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
款
ロ
の
項
⑻
を
同
項
⑽
と
し
、
同
項

⑺
を
同
項
⑼
と
し
、
同
項
⑹
中
「
一
類
ロ
⑶
」
を
「
一
類
ロ
⑸
」
に
、
「
一
類
ロ
⑶
㈠
」
を
「
一
類
ロ

⑸
㈠
」
に
改
め
、
同
項
中
⑹
を
⑻
と
し
、
⑸
を
⑺
と
し
、
⑷
を
⑹
と
し
、
⑶
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑷ 

生
食
用
食
肉
加
工
場

 
 

他
の
専
用
の
施
設
と
区
画
し
、
か
つ
、
専
用
の
施
設
以
外
の
他
の
場
所
と
隔
壁
を
も
っ



て
区
画
し
て
あ
る
場
所
に
、
生
食
用
食
肉
加
工
設
備
が
あ
る
こ
と
。

⑸ 

生
食
用
食
肉
調
理
場

 
 

他
の
専
用
の
施
設
と
区
画
し
、
か
つ
、
専
用
の
施
設
以
外
の
他
の
場
所
と
隔
壁
を
も
っ

て
区
画
し
て
あ
る
場
所
に
、
生
食
用
食
肉
調
理
設
備
が
あ
る
こ
と
。

別
表
第
三
第
十
一
の
部
一
類
（
二
類
を
除
く
も
の
）
の
款
イ
の
項
中
「
処
理
室
」
の
下
に
「
、
生
食

用
食
肉
加
工
場
（
生
食
用
食
肉
を
加
工
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
生
食
用
食
肉
調
理
場
（
生
食
用
食
肉

を
調
理
す
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
款
ロ
の
項
中
⑺
を
⑼
と
し
、
⑹
を
⑻
と
し
、
⑸
を
⑺
と

し
、
⑷
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑸ 

生
食
用
食
肉
加
工
場

 
 

他
の
専
用
の
施
設
と
区
画
し
、
か
つ
、
専
用
の
施
設
以
外
の
他
の
場
所
と
隔
壁
を
も
っ

て
区
画
し
て
あ
る
場
所
に
、
生
食
用
食
肉
加
工
設
備
が
あ
る
こ
と
。

⑹ 

生
食
用
食
肉
調
理
場

 
 

他
の
専
用
の
施
設
と
区
画
し
、
か
つ
、
専
用
の
施
設
以
外
の
他
の
場
所
と
隔
壁
を
も
っ

て
区
画
し
て
あ
る
場
所
に
、
生
食
用
食
肉
調
理
設
備
が
あ
る
こ
と
。

別
表
第
三
第
十
二
の
部
一
類
（
食
肉
を
販
売
す
る
も
の
）
の
款
イ
の
項
中
「
処
理
す
る
場
合
に
限
る
。

）
」
の
下
に
「
、
生
食
用
食
肉
加
工
場
（
生
食
用
食
肉
を
加
工
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
生
食
用
食
肉

調
理
場
（
生
食
用
食
肉
を
調
理
す
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
款
ロ
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑷ 

生
食
用
食
肉
加
工
場

 
 

他
の
専
用
の
施
設
と
区
画
し
、
か
つ
、
専
用
の
施
設
以
外
の
他
の
場
所
と
隔
壁
を
も
っ

て
区
画
し
て
あ
る
場
所
に
、
生
食
用
食
肉
加
工
設
備
が
あ
る
こ
と
。

⑸ 

生
食
用
食
肉
調
理
場

 
 

他
の
専
用
の
施
設
と
区
画
し
、
か
つ
、
専
用
の
施
設
以
外
の
他
の
場
所
と
隔
壁
を
も
っ

て
区
画
し
て
あ
る
場
所
に
、
生
食
用
食
肉
調
理
設
備
が
あ
る
こ
と
。

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
）

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
及
び
第
二
条

中
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
営
業
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
を
同
条
例
第
六
条
と
し
、
同
条
例
第

四
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
以
下
「
第
五
条
に
係
る
改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成

二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２ 

第
一
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
か
き
の
処
理
を
す
る
作
業
場
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第



一
項
又
は
第
五
条
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
の
条
件
と
し
て
付
さ
れ
た
有
効

期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
か
き
の
処
理
を
す
る
作
業
場
に
関

す
る
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

３ 

第
五
条
に
係
る
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三

号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
知
事
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
の
条
件
と
し
て

付
さ
れ
た
有
効
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
に
基

づ
く
営
業
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。


